
２ ２ ０ １

様 式 第 ７ の ２ （第 ５ の ３ 関 係）鱒
危 険物 貯蔵 所 変更許 可及 ぴ仮 使用 承 認申 請書鵬

川崎市長 平成 年 月 日

○ ○ ○ ○ 殿
申 請 者

住 所 〒０００－００００川崎市○○区○○ ○Ｏ番
二

○○株式会杜

氏 名 ○○ ○ ○ ○

住 所 東 京 都 ○ ○ 区 ○ ○ Ｏ Ｔ 目 ○ 番 （電 話） ００ － ００００ ＿ ００００

設 置 者
氏 名

○ ○ 株 式会 杜

代 表 取 締 役 杜 長 ○ ○ ○ ○

設 置 場 所 川 崎 市 ○ Ｏ 区 ○ Ｏ

防 火 地 域 別 用 途 地 域 別
設 置 場 所 の 地 域 別

無 指 定 工 業 地 域

設 置 の 許 可 年 月 日

及 び 許 可 番 号
昭 和 ○ Ｏ 年 ○ ○ 月 Ｏ ○ 日 第 ○ ○ Ｏ 号

製 造 所 等 の 別 貯 蔵 所
貯 蔵 所 又 は取

扱 所 の 区分

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所

丁 一 〇 ○○

危 険 物 の 類 、 晶 名 （ 指

定 数 量 ） 、 最 大 数 量

第 ４ 類 第 ３ 石 油 類

重 油 （２，０００ ㍑）

４，４ ５ ０ Ｋ Ｌ

指 定 数 量 の

倍 数

倍

２
，

２ ２ ５

位 置 、 構 造 及 び 設 備 の

基 準 に 係 る 区 分

令 第 １ １ 条 第 ２ 項

（規 則 第 条 第 項）

変 更 内 容 ポ ン プ及 ぴ 配 管 の設 置

変 更 の 理 由
アス ファ ル ト留 分 （指 定 可燃 物） の 希 釈 に使 用 す る 重 油 を 供給

す る た め ポ ンプ と 配管 を 設 置す る

着 工 予 定 日 御 許 可目 よ り 完 成 予 定 期 目 御 許 可後 即 目

そ の 他 必 要 な 事 項
変 更 許 可 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 目 第 ○ Ｏ 号

申 請 担 当 Ｏ ○ ○ 課 ○ Ｏ ＴＥＬ Ｏ００－０００－Ｏ０００

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 ※ 手 数 料 欄

許 可 年 月 １ヨ

許 可 番 号

仮使用の承認 を申 請する部分

※ 受 付 欄

別 添 図 面 の と

※ 経 過 欄

お り

※ 手 数 料 欄

承 認 年 月 １ヨ

承 認 番 号

備 考 １ こ の 用 紙 の 大 き さ は、．
日 本 工 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と。

２ こ の 申 請 書 は
、

移 送 取 扱 所 以 外 の 製 造 所 に つ い て
、

変 更 許 可 申 請 と 仮 使 用 承 認 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に 用 い る も の で あ る こ と。

３ 法 人 に あ っ て は、 そ の 名 称、 代 表 者 氏 名 及 ぴ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 記 入 す る こ と。

４ 晶名 （指 定 数 量） の 記 哉 に つ い て は
、

当 該 危 険 物 の 指 定 数 量 が 品名 の 記 載 の み で は明 確 で き な い 場 合 に ｛ ） 内 に 該 当す る 指 定 数 量 を 記 載 する こと。

５ 位 置、 樽 造及 ぴ設 傭 の 基準 に係 る 区 分の 欄 に は、 適用 を受 け よ うと す る 危 険 物の 規制 に 関 する 政 令の 条 文 を 記 入 す る こと。 危 険 物 の 規制 に関 す る 規 則 の

適 用 条 文の 記載 が さ らに 必要≡な 場 合 は （ 〕 内 に 記 載す る こと
。

６ ※ 印 の 欄 は、 記 入 し な い こと。


